
①基本料金（要介護の方・1回の料金）

②基本料金(要支援の方・1ヶ月の料金）

③加算

1時間以上2時間未満

要介護度 基本単位 利用料金
利用者負担額

1割負担 2割負担 3割負担

要介護２ 395 4,080円 408円 　816円 1,224円

要介護１ 366 3,780円 378円 　756円 1,134円

要介護４ 455 4,700円 470円 　940円 1,410円

要介護３ 426 4,400円 440円 　880円 1,320円

6時間以上7時間未満

要介護度 基本単位 利用料金
利用者負担額

1割負担 2割負担 3割負担

要介護５ 487 5,030円 503円 1,006円 1,509円

要介護２ 844 8,718円 　878円 1,743円 2,615円

要介護１ 710 7,334円 　733円 1,466円 2,200円

要介護４ 1,129 11,662円 1,166円 2,332円 3,498円

要介護３ 974 10,061円 1,061円 2,012円 3,018円

要介護度 基本単位 利用料金
利用者負担額

1割負担 2割負担 3割負担

要介護５ 1,281 13,232円 1,323円 2,646円 3,969円

要支援2 3,999 41,309円 4,130円 8,261円 12,392円

要支援1 2,053 21,207円 2,120円 4,241円 6,362円

リハビリテーション提供体制加算 指定通所リハビリテーション事業所であること

（利用回数ごと）。6時間以上7時間未満の場合 24 247円 24円 49円 74円

加算の種類 基本単位 利用料金
負担額

算定要件
1割 2割 3割

リハビリテーションマネジメント加算

通所リハビリテーション計画の同意を得た日から

（1月につき）。

(Ｂ)ロ ６月以内 863 8,914円 891円 1,782円 2,674円

(Ｂ)ロ ６月を超えた日から 543

管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメ

ントを行った場合(1月につき）。

入浴介助加算(Ⅰ） 40 413円 41円 82円 123円
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設

備。

5,609円 560円 1,121円 1,682円

栄養アセスメント加算 50 516円 51円 103円 154円

情報を厚生労働省に提出していること等

(Ⅰ月につき）。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ） 22 227円 22円 45円 68円

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

70/100以上。勤続年数10年以上の介護福祉士の占

める割合が25/100以上。

科学的介護推進体制加算 40 413円 41円 82円 123円

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上

配置し心身の状態の維持向上に資すると認められ

るもの。

（介護予防）栄養アセスメント加算 50 516円 51円 103円 154円
管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメ

ントを行った場合(1月につき）。

（介護予防）運動機能向上加算 225 2,324円 232円 464円 697円

1,225円 1,837円

(Ａ)ロ ６月を超えた日から 273 2,820円 282円 564円 846円

(Ａ)ロ ６月以内 593 6,125円 612円



④自費（介護保険対象外の料金）

※1日利用の方は昼食代（おやつ代含む）がかかります。入浴される方は食費に日用品費がプラスで自費になります。

※通常の実施地域を超えた範囲の送迎（1kmにつき）に関しては、税込み価格の表示となっております。

909円 90円 181円 272円
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が70/100以上。かつ勤続10年以上の介護福祉士の

占める割合が25/100以上であること。
（介護予防）サービス提供体制加算(Ⅰ）- 2 176

（介護予防）科学的介護推進体制加算 40 413円 41円 82円 123円

130円

日用品費 50円 尿取りパット 25円

利用者の口腔の健康状態、栄養状態の確認を行

い、その情報を介護支援相談員に提供しているこ

と等（口腔・栄養）。

項目 料金 項目 料金

昼食（おやつ代含む） 650円 おむつ代（紙パンツ・テープ止めおむつ） 200円

通所リハ口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ） 5 51円 5円 10円 15円

教養娯楽費 実費

理美容費 2,200円 通常の実施地域を超えた範囲の送迎（1㎞につき）（課税対象項目）

1,818円 181円 363円 545円

利用者の情報を厚生労働省に提出。その情報を活

用していること。

（介護予防）サービス提供体制加算(Ⅰ）- 1 88


